
 

 

 

 

 

藤枝市自転車活用推進計画（素案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和７年３月 

 

  

藤枝市自転車活用推進計画(案) 



 

  



目次 

第１章 計画の基本的な考え方  

１. 計画策定の背景と目的 ............................................................................................... 1 

２. 計画の対象地域  ...................................................................................................... 2 

３. 計画の期間  ............................................................................................................ 2 

４. 計画の位置付け ....................................................................................................... 2 

５. 自転車活用のメリット  ................................................................................................ 3 

6. 藤枝版ローカル SDGｓとの関係性  ................................................................................ 4 

 

第２章 自転車を取り巻く環境 

１. 国や県の動向  ......................................................................................................... 5 

2. 本市の関係する計画等  .............................................................................................. 8 

3. 本市の概況  .......................................................................................................... 1３ 
 

第３章 自転車に関する現状 

１. 自転車の利用状況  ................................................................................................. 2１ 

2. 自転車事故状況  .................................................................................................... 23 

3. 自転車の利用環境 ................................................................................................... 27 
 

第４章 計画の基本理念と目標 

１. 課題の整理  .......................................................................................................... ４１ 

２. 自転車の活用を推進するための基本理念  .................................................................... 4２ 

３. 計画の目標  .......................................................................................................... 4３ 

 

第５章 施策の体系と内容 

１. 施策の体系  .......................................................................................................... 4４ 

2. 施策の内容  .......................................................................................................... 4５ 

 

第６章 自転車の活用推進に向けて 

１. 基本目標の評価指標 ................................................................................................ 5５ 

2. 計画の推進体制  .................................................................................................... 5６ 

【資料編】 

1. 用語集 

 



-1- 

第１章 計画の基本的な考え方 

１.計画策定の背景と目的 

国は、平成 29 年５月に自転車の活用を総合的かつ計画的に推進することを目的に「自転

車活用推進法」を制定し、政府に自転車活用推進計画の策定を義務付けるとともに、市町村

には、国や都道府県の自転車活用推進計画を勘案して区域の実情に応じた自転車活用推進

計画を策定するよう努めなければならないと規定しました。これを受け、国は平成 30 年

（2018）に「自転車活用推進計画」を策定し、令和３年（2021）に今後の社会の動向を見据

えつつ、持続可能な社会の実現に向けた自転車の活用の推進を一層図るため、「第２次自転

車活用推進計画」を閣議決定しています。 

 

静岡県においても、「静岡県自転車活用推進計画」を平成 31 年（2019）に策定していま

す。その後、国の改定内容を反映した「第２次静岡県自転車活用推進計画」を策定し、サイクル

スポーツの聖地に向けたビジョンを市町や県民と共有しながら、ハード・ソフトの施策を総合的

に進める指針となる計画として位置付けています。 

 

また、自転車は、買い物や通勤、通学等、日常生活における身近な移動手段であるとともに、 

サイクルスポーツや自転車利用による健康の増進も期待され、二酸化炭素の排出、騒音、排気

ガスの排出が無い「環境にやさしい」乗り物として、近年、自転車利用のニーズが高まって   

います。 

 

このような現状を踏まえ、本市においても「自転車でつなぐ健康都市“ふじえだ”」を基本理

念とし、自転車の活用による環境負荷の低減、市民の健康増進、観光・スポーツ施策との連携

など様々な課題に対応する必要があります。そこで、交通安全を図りつつ自転車の活用や利用

の促進を総合的かつ計画的に推進することを目的とし、各施策を定めた「藤枝市自転車活用

推進計画」を策定します。 
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２.計画の対象地域 

計画の対象地域は、「藤枝市全域」とします。 

 

３.計画の期間 

  計画期間は、国や県の自転車活用推進計画との整合を図り、令和７年度（2025 年 4 月）

から 令和 14 年度（2033 年 3 月）までの８年間とします。なお、社会情勢の変化や上位計画

等の策定(改定)などを踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 計画期間（年度） 
R6 

2024 
R7 

2025 
R8 

2026 
R9 

2027 
R10 
2028 

R11 
2029 

R12 
2030 

R13 
2031 

R14 
2032 

国の自転車活
用推進計画 

         

静岡県自転車
活用推進計画 

         

藤枝市自転車
活用推進計画 

         

 

４.計画の位置付け 

本計画は、国や県の自転車活用推進計画を勘案し、本市の総合計画をはじめとした上位計画

に即すものとします。また、藤枝市自転車通行空間ネットワーク計画等の関連個別計画と連携を

図ります。 

 

藤枝市の成長戦略 

藤枝市関連個別計画 

藤枝市上位計画  

第６次藤枝市総合計画 
藤枝市新総合戦略 

（藤枝市デジタル田園都市総合戦略） 
藤枝市都市計画マスタープラン 

藤枝市立地適正化計画 

国・県 

国の自転車活用推進計画 

静岡県自転車活用推進計画 

藤枝市自転車活用推進計画 

藤枝市自転車通行空間ネットワーク計画 / 第 11 次藤枝市交通安全計画 
藤枝市旧市街地総合再生基本計画/藤枝市中心市街地活性化基本計画 

藤枝市道路整備プログラム/藤枝市観光交流基本計画 / 藤枝市地域公共交通計画 
元気ふじえだ健やかプラン / 藤枝市無電柱化推進計画 等 

勘案  即す 

連携  

自転車活用推進法 

第２次推進計画 

第２次推進計画 第 3 次推進計画(想定) 

第 3 次推進計画(想定) 

藤枝市自転車活用推進計画 

図表 1-1 上位計画・関連計画との位置付け 
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５.自転車活用のメリット 

自転車は、身近な移動手段であるとともに、下記のとおり各主体で様々なメリットがあります。 

 

①自転車利用者のメリット 

メリットの視点 メリット内容の例 

健康 
健康の維持 

健康寿命の延伸 

交通 
渋滞回避による目的地への定時性 

駐車場確保の回避 

経済 車両の維持費やガソリン、駐車料金等の低減 

 

②企業や集客施設のメリット 

メリットの視点 メリット内容の例 

健康 社員の心身の健康増進 

経済 

車両通勤や来訪者のための駐車場の土地、維持費の低減 

社員の健康増進による健康保険料の低減 

車両による周辺地域への負担軽減 

通勤手当費用の低減 

社会 環境にやさしい等企業イメージの向上 

 

③地域や自治体のメリット 

メリットの視点 メリット内容の例 

環境 公害（排気ガス、騒音等）の減少 

地球環境に対する負荷の軽減、資源の節約 

交通 車両の交通量の減少による渋滞緩和 

経済 

車両の減少や渋滞緩和による道路維持費低減 

健康増進や公害減少による経済負担の低減 

市民の医療健康系予算の低減 

（参 考：国土交通省 国土交通政策研究所『都市交通における自転車利用のあり方に関する研究』）  
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6.藤枝版ローカル SDGｓとの関係性 

ＳＤＧｓは、環境や健康、持続可能な消費など、世界の様々な問題を 2030 年までに解決す

るための国際的な開発目標です。国際社会の共通目標である SDGs の実現に寄与するため、

本市として取り組むべき目標を、藤枝版ローカル SDGs（本市独自の 17 の目標）として設定

し、持続可能なまちづくりの推進により、目標の達成を目指します。 

 
【本計画に関連の深い主なもの】 

藤枝版 SDGｓ 計画との主な関わり  藤枝版 SDGｓ 計画との主な関わり 

 

・自転車の活用や

自動車からの転換

に よ る 健 康 的 な  

生活の確保 

 

 

・自転車利用によ

る環境負荷の低減 

 

・自転車に関する

各種情報発信や交

通安全教育等の実

施 

 

 

・市民参加や関係

機関との連携等に

よる自転車の活用 
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第２章 自転車を取り巻く環境 

1.国や県の動向 

①国の自転車活用推進計画について 

国は自転車活用推進法の目的に則り、令和３年（2021）に「第２次自転車活用推進計画」

を策定し、以下の４つの課題と目標を掲げています。 

 

【４つの課題の視点】 

課題の視点 課題内容の概要 

都市環境 2050 年までにカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指し

ており、地球温暖化対策が必要 

国民の健康増進 高齢者の要介護者等数が年々増加しており、メタボリックシンド   

ロームなどの予防等による健康寿命の延伸 

観光地域づくり サイクリストの受入環境が必ずしも十分整っていないなど環境整

備の課題やインバウンド効果を全国へ拡大 

安全・安心 通勤・配達目的での自転車利用ニーズの高まりも踏まえ、道路利

用者全体の安全意識を醸成 

 

【４つの目標】 

目標 目標内容の概要 

自転車交通の役割

拡大による良好な都

市環境の形成 

コンパクトなまちづくりを推進するとともに、モビリティの多様化も見

据えつつ、それぞれの地域における公共交通や自転車を活用した

ベストミックスの実現を目指します 

サイクルスポーツの

振興等による活力あ

る健康長寿社会の

実現 

自転車競技や、日常生活における自転車利用も含めた生涯スポ

ーツの普及奨励により、心身の健全な発達や、生きがいのある豊

かな生活の実現、国民の健康寿命の延伸等を目指します 

サイクルツーリズムの

推進による観光立国

の実現 

自転車の走行環境、サイクリストの受入環境、サイクリングルート沿

線の魅力づくり等に取り組むことにより、ハード・ソフト両面から世

界に誇るサイクリング環境の創出を目指します 

自転車事故のない

安全で安心な社会

の実現 

安全で安心な交通環境を創出するとともに、利用目的に応じた良

質で利用しやすい自転車の普及と安全性確保を図ること等によ

り、自転車交通事故ゼロの社会を目指します 

図表 2-1：国の自転車活用推進計画の課題と目標 

出典：第２次自転車活用推進計画より 
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②県の自転車活用推進計画について 

静岡県は、国の計画を勘案し、自転車活用推進法第１０条に基づいて、令和４年（2022）に

「第２次自転車活用推進計画」を策定し、「サイクリストの憧れを呼ぶ聖地“ふじのくに”の実現」

を目指す姿としています。 

また、４つの目標を定め、これらを達成するために実施すべき施策を推進しています。 

 

 

 

図表 2-2：静岡県の計画目標 

出典：第２次静岡県自転車活用推進計画より 
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③安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインについて 

  安全で快適な自転車等利用環境を向上させるための方策などについて、国土交通省と警

察庁では、合同で平成２４年に「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」(以後：自転

車ガイドライン)を策定しています。 

  自転車活用推進法及び第二次自転車活用推進計画を踏まえて、車道通行を原則とした自

転車ネットワークの形成を一層推進するため、自転車ガイドラインを令和６年に改定しており、

主な改定内容を以下（図表 2-3）に示します。 

  自転車ガイドラインには、各地域において、道路管理者や都道府県警察が自転車ネットワー

ク計画策定及び自転車通行空間の整備と併せ、全ての道路利用者に自転車の通行ルールを

徹底するなど、ハード、ソフトの両面から幅広い取組が行われるよう、自転車利用環境整備に

関係する行政機関や地元住民、道路利用者など関係者と連携して実施すべき事項について

記載しています。また、自転車活用推進計画には、自転車ネットワーク計画を位置付けることが

基本となっていることから、既存の「藤枝市自転車通行空間ネットワーク整備計画」を本計画

に位置づけ策定しています。 

改定の視点 改定内容の概要 

自転車活用推進法及び自転

車活用推進計画の反映 

自転車活用推進法（H29.5 施行）や第二次自転車活

用推進計画（R3.5 閣議決定）を踏まえた内容に見直

し。交通事故の防止に加えて、自転車の活用推進に関

する視点を充実 

質の高い自転車通行空間の

整備促進 

限られた道路空間の中で、現地状況に応じた柔軟な再

配分や分離を行うことにより、自転車道や自転車専用

通行帯の整備を検討する手法を例示。将来的には完成

形態での面的な自転車ネットワーク計画の整備を目指

すことを基本としつつ、一部暫定形態を選定する場合の

段階的な整備手順のイメージを例示 

自転車専用通行帯における路

上駐停車対策の強化 

路上駐停車により自転車専用通行帯の機能を損われ

ないよう、交通管理者と道路管理者が連携して対策を

強化する 

利用ルールの徹底 自転車通行空間の整備形態別に道路管理者、都道府

県警察が特に注意しなければならない通行ルールにつ

いて解説 

新技術やデータの活用の促進 シェアサイクルやスマートフォンの移動履歴から自転車

プローブデータを分析し、地域の状況を把握することの

有効性について例示 

図表 2-3：ガイドラインの主な改定内容 

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン(国土交通省/警察庁)より  
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２.本市の関係する計画等 

  計画の策定にあたり、藤枝市の都市づくり等の目標や基本方針と整合を図るため、上位計

画等の内容について以下に整理します。 

 

①第６次藤枝市総合計画 

  藤枝市のこれからのまちづくりを示しており、まちの目指す姿や都市像、ビジョンを基本構想

として示しています。基本構想で示した目指す姿などを実現させるため、基本計画の中で、７つ

の基本目標を設け、各取組を図っています。 

  ７つの目標の中でも、「目標 1：市民の命と安全・安心を守る藤枝づくり」の交通安全対策の

推進や「目標 2：市民の健康で豊かな暮らしを実現する藤枝づくり」の健康づくりの推進、「目

標 5：魅力と活用、持続力のある地域がつながる藤枝づくり」のスポーツの推進、「目標６：豊

かな自然環境と資源を守り、次代につながる藤枝づくり」の地球温暖化対策の推進で自転車

に関する取組が位置づけられています。主な取組として「自転車活用の推進」、「自転車の安

全利用の推進」、「自転車通行空間の整備」等が位置づけられています。 

図表 2-4：基本計画の体系 

出典：第６次藤枝市総合計画より 
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②藤枝市新総合戦略（藤枝市デジタル田園都市総合戦略） 

  本市では、藤枝市まち・ひと・しごと創生総合戦略のＩＣＴ・デジタル活用を基軸とした方向性

を基本としながらも、ＩＣＴ・デジタル活用からＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）へと進化さ

せるとともに、本市の立地特性や独自の資源を活用して新たな成長基盤を創る「地域ビジョン

（新地域成長戦略）」を打ち出し、「藤枝市新総合戦略（藤枝市デジタル田園都市総合戦略）」

を策定し、戦略の基本方針を示しています。 

  藤枝市新総合戦略（藤枝市デジタル田園都市総合戦略）では、地域ビジョンとして「“食と

農×健康・医療”で変革を生み出す産学官民共創都市」を掲げ、４つの基本方針を挙げており、

自転車に関する具体的な事業として、基本方針１「コンパクト+ネットワークのまちを創る」の中

で、自転車通行空間整備事業やシェアサイクル事業、自転車の安全利用の促進が挙げられて

います。 

 

図表 2-5：基本方針と目標 

出典：藤枝市新総合戦略（藤枝市デジタル田園都市総合戦略）より 
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③藤枝市都市計画マスタープラン 

  藤枝市の目指す将来都市像を、都市整備の観点から示しています。また、都市計画マスター

プランは、土地利用や都市施設など個別の都市計画が決定・変更されるべき方向を示す誘導

指針や市民や事業者など多様な主体と行政が協働して、地域特性を生かした計画的な都市

整備を進めていくための総合的・長期的な指針となるものです。 

  計画では基本理念に基づき、５つの目標を挙げている他、都市づくりの方向性として「拠点

集約型都市構造の構築」としています。分野別の基本方針「総合的な交通体系整備の基本方

針」では、自転車走行空間整備やレンタサイクルの普及、放置自転車防止対策の推進を挙げ

ています。 

 

図表 2-6：体系図 

出典：藤枝市都市計画マスタープランより 
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④立地適正化計画 

2014（平成26）年８月の都市再生特別措置法の改正により制度化された「立地適正化計

画」は、都市全体の構造を見渡し住宅と医療、福祉、商業などの生活サービス施設がまとまっ

て立地するよう、ゆるやかに誘導を図りながら、公共交通と連携したまちづくりを行うものです。 

 その中でも、快適な自転車走行環境の整備や、中心市街地などのまちづくりを促進するため、 

駐輪場を確保していくことが挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-7：都市構造の将来像 

出典：藤枝市立地適正化計画より 
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⑤藤枝市自転車の快適で安全な利用の推進に関する条例（令和 2 年 8 月 1 日施行） 

この条例は、市民生活における自転車の快適で安全な利用の推進に関し、市、市民等、自

転車利用者、事業者、自転車関係団体及び自転車小売業者等の責務を明らかにするとともに、

市が実施する施策の基本的な事項を定めることにより、自転車利用による環境への負荷低減、

災害時における交通機能の維持、市民等の健康増進等を図り、もって市民等が安心して暮ら

すことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。 

 

【条例の抜粋】 

〇基本施策 

第 9 条 市は、市民等並びに国及び県との連携により、次に掲げる基本施策を推進するものとする。 

(1) 市が管理する道路の保全並びに自転車が通行する空間の確保及び駐輪環境の整備に

関すること。 

(2) 自転車の快適で安全な利用に係る支援及び普及啓発に関すること。 

(3) 自転車を活用した環境への負荷低減を図るための取組に関すること。 

(4) 災害時における自転車の有効活用に関すること。 

(5) 自転車を活用した地域づくり及び健康づくりの推進に関すること。 

 

〇自転車交通安全教育の推進 

第 10 条 市は、自転車関係団体、警察その他の関係機関と相互に連携協力し、自転車利用

者に対して、自転車の安全な利用に関する交通安全教育(以下「自転車交通安全教育」とい

う。)を行うよう努めるものとする。 

2 市内の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の長は、市と連携協力し、その児童又

は生徒に対して、自転車交通安全教育を行うよう努めるものとする。 

3 事業者は、その事業活動又は通勤のために自転車を利用する従業員等に対して、自転車

交通安全教育に係る普及啓発及び指導を行うよう努めるものとする。 

4 保護者は、その監護する幼児、児童又は生徒に対して、自転車を安全で適正に利用すること

ができるよう、必要な教育を行うよう努めるものとする。 

5 自転車利用者である高齢者の家族は、その高齢者に対して、自転車の安全で適正な利用

に関する事項について助言するよう努めるものとする。 
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３.本市の概況 

①地勢・気候 

藤枝市は、静岡市から西へ約 20 キロメートル、静岡県のほぼ中央に位置しています。市域

は、北は南アルプスを望む赤石山系の森林地帯から大井川の一部まで、豊かな自然に恵まれ

た、旧東海道など歴史と文化の香りあふれるまちです。 

また、藤枝市内の平均気温は、16.6 度と温暖で、雪もほとんど降らない気候です。  

   
図表 2-８：藤枝市内の起伏 

出典：基盤地図情報より作成(国土地理院)より 

藤枝駅 

静岡市 

焼津市 

島田市 
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図表 2-９：藤枝市位置図(藤枝市) 

 

 

②都市 

  藤枝市は、「地方再生コンパクトシティ」のモデル都市にも選ばれており、中心市街地を核と

して、各地域の個性や特性を活かした多極型の拠点形成と拠点相互を公共交通や人の交流

で有機的につなぐ、独自の都市プラットフォーム「ふじえだ型コンパクト＋ネットワーク」のまちづ

くりを進めています。 

 

図表 2-１０：都市づくりのイメージ 

出典：藤枝市都市計画マスタープランより 
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図表 2-1１：土地利用の考え方 

出典：第６次藤枝市総合計画より 

 

瀬戸谷地区交流センター 

葉梨地区交流センター 

青島南地区交流センター 

広幡地区交流センター 

西益津地区交流センター 

稲葉地区交流センター 

高洲地区交流センター 

大洲地区交流センター 
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③人口 

藤枝市の人口は、年少人口（0 ～ 14 歳）と生産年齢人口（15 ～ 64 歳）の減少が進行し

ています。一方で老年人口（65 歳以上）は増加し、令和１７年(2035)には、約３人に１人が高

齢者となり、令和 27 年(2045)には、老年人口がピークになります。 

 

 

 

図表 2-1２：藤枝市の人口の動向 

出典：藤枝市新総合戦略 （藤枝市デジタル田園都市総合戦略）より 
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④交通 

藤枝市の交通軸要素として、「国土交流連携軸」、「広域交流連携軸」、「東西交流連携軸」、

「南北交流連携軸」、「旧東海道歴史文教軸」の５つの軸を設定しています。 

 

図表 2-1３：都市づくりのイメージ 

出典：藤枝市都市計画マスタープランより 
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  公共交通についても、「ふじえだ型コンパクトシティ＋ネットワーク」を構築するため、藤枝駅

周辺を核とした都市拠点や市役所・蓮華寺池公園などを含む文化交流拠点と地域の中心部

である地区交流拠点を、民間路線バス、市自主運行バスや乗合タクシー等による官民連携し

た効率的な公共交通でつなぎ、 各地区交流拠点を中心とした地域内の移動については、地域

の要望や実情に効率的な運行形態や運行方法により移動の確保・維持を進めています。 

 
図表 2-1４：維持していく地域公共交通ネットワーク 

出典：藤枝市地域公共交通計画より 
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⑤健康 

藤枝市では、「選ばれるまちふじえだ」を目指して、４Ｋ（健康、教育、環境、危機管理）施策に

重点的に取り組むなか、特に健康施策については、「健康・予防日本一」に向けて数々の先進

的な取組を展開しています。 

 

●特定健診受診率が高い                ●メタボ率が低い 

 
図表 2-1５：健康に関する現状 

出典：第３期元気ふじえだ健やかプランより 

 

⑥環境 

厳しい温暖化対策をとらなかった場合、本市では 21 世紀末までに気温が 3〜5℃上昇し、

熱中症搬送者数や熱ストレス超過死亡者数の増加などの影響が予測されています。また、  

市域全域から排出された温室効果ガス排出量は基準年度（2016（平成 28）年度）の

1,030.7 千 t-CO2 を基準として、2020（令和２）年度には 841.7 千 t-CO2 となっており、

18.3％減少しています。 

 

 
図表 2-1６：環境に関する現状 
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⑦観光 

藤枝市を取り巻く環境として、富士山静岡空港の開港や新東名高速道路が開通し、市内に

藤枝岡部インターチェンジが開設されました。また、2016 年（平成 28 年）には、東名高速道

路の本市の南部に近接する場所に大井川焼津藤枝スマートインターチェンジが開設されるな

ど、広域からのアクセスがより便利になってきています。 

そのような交通利便性の向上と我が国全体の外国人観光客の増加等を背景として、国際

観光ホテルの開業や蓮華寺池公園の再整備をはじめとするハード整備、体験型観光プログラ

ム等のソフト施策の充実により、活性化に向けた取組みが進められてきています。しかし、

2020 年に新型コロナウイルス感染症の蔓延が始まると観光客は激減し、2023 年５月に５類

に移行されるまで、観光活動は停滞していました。2023 年 5 月に新型コロナウイルス感染症

対応が緩和されて以降、全国各地において観光交流が大幅に回復に向かっています。 

 

 
図表 2-1７：観光交流客数の推移 

出典：藤枝市新総合戦略（藤枝市デジタル田園都市総合戦略）より 

 

⑧景観 

藤枝市には、瀬⼾川や朝⽐奈川などの清流や、北部から連なる⼭並みなどの緑豊かな⾃然

景観があります。また、旧東海道の宿場町、本市のシンボルでもある蓮華寺池公園、南部に広

がる農地など、藤枝らしい特徴ある美しい景観が数多くあります。 
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第３章 自転車に関する現状 

1.自転車の利用状況 

①自転車の分担率 

藤枝市では、自動車の分担率※が約 67％と高い割合を占めています。次いで、徒歩が約

14％であり、自転車は約 10％にとどまっています。一方で年齢別では、15～20 歳の自転車

分担率が 44％と最も高く、また年齢が上がると自転車分担率は減少しますが、65 歳から上

昇傾向にあります。 

※分担率とは：トリップ（移動）数の全交通手段の数に占める割合のこと 

 

図表 3-1：代表交通別交通手段分担率 

 
図表 3-2：年齢別交通手段分担率 

出典：第４回静岡中部都市圏パーソントリップ調査より作成 

14 10 2 67 1 7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

徒歩 自転車 バイク 自動車類 バス 鉄道・その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5～10歳未満

10～15歳未満

15～20歳未満

20～25歳未満

25～30歳未満

30～35歳未満

35～40歳未満

40～45歳未満

45～50歳未満

50～55歳未満

55～60歳未満

60～65歳未満

65～70歳未満

70～75歳未満

75歳以上

徒歩 自転車 バイク 自動車類 バス 鉄道 その他



-22- 

②自転車の利用特性 

   市内の移動では、1～5 分の短い移動でも自動車類が最も使われています。利用時間別の

自転車分担率では、1～10 分までの利用が約 12％と最も多く、10～20 分では約 10％と

なっています。交通手段別の目的では、自転車は通学利用が約 20％と最も多く、次いで買

物や通院等の私用利用が約 10％となっています。 

 
図表 3-3：利用時間別交通手段分担 

 

図表 3-4：目的別交通手段分担率 

出典：第４回静岡中部都市圏パーソントリップ調査より作成 
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③自転車を利用した移動について 

藤枝駅を中心とした自転車移動が多い傾向にあり、エリア内※1 移動でも中心市街地が

最も多い傾向にあります。また、岡部地区や大洲地区等の地域拠点や地区拠点※2 でも利用

が見受けられる他、焼津市との往来もあります。 

 

図表 3-5：自転車のエリアトリップ図（全目的） 

出典：第４回静岡中部都市圏パーソントリップ調査より作成 

※1：第４回静岡中部都市圏パーソントリップ調査結果による小エリアのこと 

※2：藤枝市都市計画マスタープランによる位置づけ 
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2.自転車事故状況 

①事故の推移 

静岡県内や藤枝市内の自転車事故件数は減少傾向にありますが、事故全体の自転車事

故割合は上昇傾向にあります。 

 
図表 3-6：静岡県内の事故件数と自転車事故件数 

出典：静岡県警察 令和 4 年版交通年鑑より作成 

 

 

図表 3-7：藤枝市内の事故件数と自転車事故件数 

出典：令和５年藤枝警察署交通事故統計より作成 
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②自転車事故の特性 

自転車事故による負傷者数は、高校生が最も高く、次いで 65 歳以上になります。増加率

では、20 歳未満、20～29 歳が上昇傾向であり、次いで高校生が高くなっています。事故の

発生時間では、通勤通学の時間帯が多くなっています。 

自転車事故類型では、車両相互による出会い頭が最も高く、次いで右左折時となってい

ます。近年では、全国的に自転車と歩行者事故が増加傾向にあり、令和 5 年中は、過去 20

年間で最高の件数となっており、藤枝市内においても人対車両の件数が増加しています。ま

た、違反別では、一時不停止等が最も多い件数となっています。 

 

   

   図表 3-8：年齢層別の自転車事故件数    図表 3-9：時間別の自転車事故件数（交差点内） 

出典：令和５年藤枝警察署交通事故統計より 

 

  
      図表 3-10：事故類型別              図表 3-11：第１当自転車の違反別 

出典：令和５年藤枝警察署交通事故統計より 
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③事故の発生箇所 

自転車事故は、中心市街地に多く発生しています。また、自転車事故は信号機のない交

差点や市道で多い傾向にあります。 

  

          図表 3-12：道路別の自転車事故件数    図表 3-13：交差点内の自転車事故件数 

出典：令和５年藤枝警察署交通事故統計より 

 

【参考：自転車指導啓発重点地区・路線】 

静岡県警察では、自転車交通秩序の実現が必要であると認められる地区・路線を「自転

車指導啓発重点地区・路線」として重点的に自転車通行空間の整備、指導啓発活動や指

導取締りを行うことにより、自転車の正しい乗り方の理解、自転車の交通ルールの浸透を図

ることを目的に選定、公表しています。 

 
図表 3-14：藤枝市自転車指導啓発重点地区・路線 

出典：静岡県警察ホームページより 
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図表 3-15：自転車事故発生箇所 

出典：交通事故統計情報オープンデータ（警察庁）より作成 
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3.自転車の利用環境 

①自転車通行空間ネットワークの整備 

藤枝市では自転車が安全、安心かつ快適に利用できる自転車通行空間ネットワークを整

備していくことが喫緊の課題となっていました。そこで、自転車通行空間ネットワークの将来

構想を策定するとともに、具体的な路線選定及び整備手法の検討を行い、平成２９年度に

「藤枝市自転車通行空間ネットワーク整備計画」を策定しています。 

本市の「ネットワーク計画」や「静岡県自転車道等設計仕様書」に沿って、「自転車道」、

「自転車専用通行帯」、「車道混在（矢羽根整備等）」などの自転車通行空間の整備を進

めています。 

しかしながら、過去に整備した自転車通行空間の路面標示が不明瞭になっている箇所が

あり、今後は修繕も必要となります。 

  

図表 3-16：藤枝市自転車通行空間ネットワーク整備計画 

 

   

図表 3-17：自転車通行空間整備(混在型：矢羽根整備) (藤枝市) 
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②交通安全指導等に関する取組み 

自転車の安全利用の推進及び子どもの交通事故防止のため、本市オリジナルの「藤枝 

ジュニア自転車交通安全ルールブック」の作成や、自転車用ヘルメット購入に対する補助金

の交付、高齢者が自転車を運転していることを知らせ安全確保への配慮や理解を促すため

の「自転車高齢者マーク」の作成などを行っています。 

このほか、中高生や高齢者を対象とした交通安全教室や、市民が危険を感じた場所など

の情報をインターネット上の地図に公開する「オッ！とアッ！とマップ」などを、警察や交通安全

協会と連携して実施しています。 

 

               
             図表 3-18：交通安全教室          図表 3-19：自転車用高齢者マーク 

出典：静岡県交通安全協会ホームページより 

   

図表 3-20：藤枝ジュニア自転車交通安全ルールブック(藤枝市) 
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図表 3-21：自転車の安全な乗り方とルール 

出典：静岡県交通安全協会ホームページより 
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③駐輪環境 

自転車等の利用者の利便性を図るとともに、JR 藤枝駅周辺における良好な都市環境及

び生活環境の保持に寄与するため、1993 年に藤枝市自転車等駐車場を設置しています。

収容可能台数は、自転車約 1,388 台、原付(125cc 以下)約 202 台です。 また、市で撤

去、保管している放置自転車の所有者への引き渡しを行っています。 

また、電動アシスト付き自転車を利用していて車体が重い等ラックへの駐車が困難な高

齢者や障害者、子育て世代の人を対象とした『おもいやりゾーン』（平置き駐輪スペース）を

設置しています。 

 

図表 3-22：藤枝市駅南自転車駐車場(藤枝市) 

 

 

 

図表 3-23：藤枝市駅南自転車駐車場平置き駐輪スペース (藤枝市) 
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④自転車等放置規制区域 

藤枝市では、藤枝駅周辺に自転車等放置規制区域を定めています。この区域内に放置さ

れている自転車等は、条例に基づき警告を行い、３時間後に撤去します。また、自転車等放

置規制区域外の公共の場所に自転車等が放置され、良好な生活環境が著しく阻害されて

いると認められる時は、警告を行い、７日間経過後に撤去しています。 

 

 

図表 3-24：自転車等放置規制区域(藤枝市) 

 

  

 
杏林堂 

ユニクロ 
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⑤シェアサイクル 

街なかシェアサイクルは、スマートフォン等のアプリを利用して、ステーションと呼ばれる駐

輪場から電動アシスト付き自転車の貸出・返却が行えます。街なかシェアサイクルの利用方

法やステーション位置等を掲載した「ふじえだシェアサイクルマップ」を作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-25：ふじえだシェアサイクルマップ(藤枝市) 

 

【シェアサイクルとは？】 

ステーションと呼ばれる駐輪場から自転車の貸出・返却が可能で、街なかの回遊創出や

ネットワーク化を目的とした IoT を活用した自転車レンタルシステム。自転車を借りるステー

ションと返却するステーションは別々でもよく、自転車の利用料金は 1 日単位ではなく、ステ

ーション間の移動時間のみ課金されます。 

なお、本市におけるシェアサイクル利用者は、増加傾向にあります。 

  

 

 

 

 

図表 3-26：シェアサイクルのステーション(藤枝市) 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-2７：シェアサイクルの利用回数の推移（藤枝市） 
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⑥レンタサイクル 

ＪＲ藤枝駅前にある藤枝市観光案内所では、電動自転車の貸出を行っています。レンタサイ

クルはシェアサイクルと違い、一般的には借りた場所と同様の場所に返却が必要となります。 

 
図表 3-2８：レンタサイクル 

出典：藤枝市観光協会ホームページより 

 

⑦サイクリングルート 

藤枝市内には、旧東海道の宿場や藤や桜の名所をはじめとした様々な楽しみ方や体力に

合わせたサイクリングルートがあります。また、日本を代表するサイクリングルートであるナショ

ナルサイクルルートに指定されている太平洋岸自転車道も市内を通っています。 

市内に関連するルートを紹介していくため、サイクリングマップを作成しており、その中で元

プロレーサー監修によるモデルルートや、市内のバイシクルピット設置箇所を紹介しています。 

市内のバイシクルピットは 15 箇所(令和 6 年時点)設置され、休憩所としての利用や自

転車用工具や空気入れなどが借りられます。 

サイクリングルートにおいては、一部区間しか通行空間整備が実施されていない状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-2９：静岡県内のサイクリングコース紹介 

出典：ハローナビしずおか（静岡県観光協会）ホームページより 
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図表 3-３０：藤枝市サイクリングマップ(藤枝市) 
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【太平洋岸自転車道とは？】 

太平洋岸自転車道は、千葉県から静岡県を通り、和歌山県に至る延長約１，４００km の自

転車道で、令和３年５月３１日にナショナルサイクルルートに指定されました。 

ナショナルサイクルルート制度は、優れた観光資源を走行環境や休憩・宿泊機能、情報発

信など様々な取組を連携させたサイクルツーリズムの推進により、日本における新たな観光

価値を創造し、地域の創生を図るため、ソフト・ハード両面から一定の水準を満たすルートを

国が指定することで、日本を代表し、世界に誇りうるサイクリングルートとして国内外にＰＲを

行い、サイクルツーリズムを強力に推進しているものです。 

 

 
図表 3-3１：太平洋岸自転車道のルート 

出典：太平洋岸自転車道ナショナルサイクルルート指定推進協議会ホームページより 
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⑧タンデム自転車 

「静岡県道路交通法施行細則」の一部が改正され、平成 28 年 12 月 1 日から静岡県

内で二輪のタンデム自転車の走行ができるようになりました。 

タンデム自転車とは、２人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられ

た二輪又は三輪の自転車のことです。 タンデム自転車は、「普通自転車」ではないため、  

普通自転車歩道通行可の歩道は通行できず、原則として車道、路側帯を通行しなければ 

なりません。 

 
図表 3-3２：タンデム自転車 

出典：静岡県自転車道等設計仕様書（静岡県道路交通環境安全推進連絡会議）より 

 

⑨新モビリティ 

交通社会におけるニーズの多様化や令和 5 年には改正道路交通法が施行され、電動  

キックボード等のうち、一定の基準に該当するものを特定小型原動機付自転車と定義し、自

転車と同様の空間を走行することが可能になるなど、新たなモビリティが登場しています。

 
図表 3-3３：特定小型原動機付自転車の保安基準 

出典：国土交通省ホームページ 特定小型原動機付自転車についてより 
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図表 3-3４：特定小型原動機付自転車の周知・啓発用のチラシ① 

出典：国土交通省ホームページ 特定小型原動機付自転車についてより 

  

図表 3-3５：特定小型原動機付自転車の周知・啓発用のチラシ② 

出典：国土交通省ホームページ 特定小型原動機付自転車についてより 
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➉公共交通と自転車の連携 

公共交通と自転車の連携は、輸送力拡大や利用圏域拡大などのメリットがあると考えら

れており、サイクル&バスライドや自転車をそのまま車内等に持ち込める運用（サイクルトレイ

ン・サイクルバス）等があります。 

本市には、駅やバス停などの公共交通機関を利用できる場所までの距離が離れている

地区があり、その間の移動手段として自転車を活用したいが、駐輪場がないという課題があ

ります。 

 

図表 3-3６：公共交通と自転車の連携事例 

出典：サイクルトレイン・サイクルバス導入の手引き～国内外の参考事例集～より(国土交通省) 
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⑪運動・スポーツとしての自転車 

市内在住の１８歳以上７９歳以下の方を対象に令和元年度に実施したアンケート結果に

よると、今後始めてみたい運動・スポーツにサイクリングの回答が複数あります。 

自転車は身近な乗り物で生涯スポーツとしては最適なツールですが、本市においては、サ

イクルスポーツの受入環境や公道での走行環境が十分とは言えないため、サイクルスポー

ツが身近なものとはいえない状況です。 

 

図表 3-3７：今後始めてみたい運動・スポーツアンケート結果（藤枝市） 
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第４章 計画の基本理念と目標 

1.課題の整理  

「自転車を取り巻く環境」や「自転車に関する現状」を踏まえ、藤枝市における自転車活用

に関する課題を以下に整理します。 

課題１：安全・安心に自転車を利用できる環境の創出が必要 

【課題(〇)と関連する主な現況(➤)について】 

〇効果的・計画的な自転車通行空間の整備が必要 

➤交通事故件数は減少傾向にある一方で、自転車事故の割合は上昇傾向です 

➤藤枝駅周辺など中心市街地や信号機のない交差点などで自転車事故が多い傾向で  

  す 

〇自転車に関する制度やルール・マナーの周知が必要 

➤自転車事故に加え、自転車の違反件数が上昇傾向です 

➤高校生の自転車事故割合が高い傾向です 

〇快適な走行環境の維持が必要 

➤過去に整備した自転車通行空間の路面標示が不明瞭になっている箇所があります 
 

課題２：自転車利用の裾野拡大に資する環境の創出が必要 

【課題(〇)と関連する主な現況(➤)について】 

〇効果的・計画的な自転車通行空間の整備が必要【再掲】 

➤自転車は通学や私用(通院・買物等)目的などで多く使われています 

〇日常的な自転車利用の促進が必要 

  ➤短い移動でも自動車を利用する割合が高い傾向です 

  ➤温暖化によって気温が上昇しています 

  ➤利便性向上に繋がる公共交通と自転車の連携が限定的な現状です 

   ➤老年人口が増加しています 

〇快適な自転車利用環境の維持が必要 

  ➤シェアサイクルの利用者数が増加しています 
 

課題３：サイクルツーリズムやサイクルスポーツの振興が必要 

【課題(〇)と関連する主な現況(➤)について】 

〇効果的・計画的な自転車通行空間の整備が必要【再掲】 

➤サイクリングルートについても通行空間整備が限定的です 

〇快適なサイクリング環境の維持が必要 

➤サイクリングマップの作成など受入環境整備を行っているが、整備が限定的です 

〇サイクルスポーツの振興が必要 

➤サイクルスポーツに関わる機会が少ない現状です  
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２.自転車の活用を推進するための基本理念 

自転車活用に関する課題に加え、国や県の自転車活用推進計画と本市の上位計画の方針

と連携し、自転車の活用を推進するための、「基本理念」とその「柱」を以下に示します。 

 

  

 
国の自転車活用推進計画  

 
第６次藤枝市総合計画 

藤枝市新総合戦略 
（藤枝市デジタル田園都市総合戦略）  

藤枝市都市計画マスタープラン 
藤枝市立地適正化計画 

 

 

柱２.健康・環境 

自転車通勤や通学、サイク

リング等の日常的な自転車の

利用機会を創出し、生涯健康

づくりを進めるとともに、環境

負荷の低減に努め、誰もが安

心して健やかに暮らし、活躍

できる環境を創ります。 

柱３.観光・スポーツ 

サイクリングルートの整備や

サイクルスポーツの機会を創

出し、自転車を生涯スポーツ

として広めるとともに、地域の

観光資源を活用できる環境を

創ります。 

柱１.安全・安心 

走行空間の整備や、自転車

のマナー・ルールの周知を推

進し、自転車や歩行者、自動

車が安全で快適に通行でき

る環境を創ります。 

自転車でつなぐ健康都市“ふじえだ” 

基本理念 

サイクリストの憧れを呼ぶ 

 

県の自転車活用推進計画 

走行空間整備 

サイクルツーリズム推進 

裾野拡大・安全安心 

サイクルスポーツ振興 

自転車交通の 

役割拡大による 
良好な都市環境の形成 

自転車事故のない安全で 

安心な社会の実現 

サイクルツーリズムの 

推進による 
観光立国の実現 

サイクルスポーツの 

振興等による活力ある 
健康長寿社会の実現 

自転車活用推進法 

 

 

自転車活用に関する課題 

課題３：サイクルツーリズムに関すること 

課題２：裾野拡大に関すること 

課題１：安全・安心に関すること 

藤枝市の上位計画や関連計画 

藤枝市の成長戦略 
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３.計画の目標 

本計画の３つの柱について、それぞれの目標を以下に設定します。目標を基に具体的な施

策を実施し、自転車の活用を推進していきます。 

 

 
柱 目標 

1.安全・安心 

子どもから高齢者ま

で安全・安心で自転

車を利用できる環境

の形成 

3.観光・ 

スポーツ 

地域資源を活用した

サイクルツーリズムや

サイクルスポーツの

振興 

2.健康・環境 

自転車の日常的な利

用機会の創出による

健康増進と環境負荷

の低減 

 

目標１：自転車の安全で快適な走行環境整備の推進 

自転車が安全で快適に利用できるように走行環境を整備

し、自転車の安全性及び利便性向上を図る。 

目標２：自転車の安全・安心な利用環境創出の推進 

自転車のルール・マナーや制度の周知・徹底などによる、

安全・安心な自転車利用環境を創出し、交通事故・違反件

数の減少を目指す。 

目標６： サイクルスポーツの機会創出の推進 

サイクルスポーツに関する情報発信や選手への支援を行

い、サイクルスポーツの振興に寄与する。 

目標５：サイクリストの受入環境創出の推進 

サイクリングルートにおける基盤整備やサイクルツーリズ

ムに関する情報発信を行い、観光振興に寄与する。 

目標３：自転車の日常的な利用機会創出の推進 

通勤やサイクリングなど、日常的に気軽に自転車を利用

できる環境を創出し、身近に運動を取り入れることによ

り、健康増進を図る。 

目標４：環境負荷の低減に関する取組の推進 

自転車活用により自動車依存から脱却し、ＣＯ２排出量削

減を目指す。 
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第５章 施策の体系と内容 

1.施策の体系  

本計画における自転車活用の「柱」とその「目標」を実現させていくための、具体的な施策

の体系を以下に示します。 

柱 目標 施策 

柱１ 

安全・安心 

1. 自転車の安全

で快適な走行環

境整備の推進 

1-1-1. 連続して走行可能な自転車通行空間の整備 

1-1-2. 快適な走行環境の整備 

1-1-3. 放置自転車対策の実施 

2. 自転車の安全

安心な利用環境

創出の推進 

1-2-1. 自転車に関するルール・マナーの周知 

1-2-2. 自転車安全教育の実施 

1-2-3. 自転車に関する制度や補助金の周知 

柱 2 

健康・環境 

3. 自転車の日常

的な利用機会創

出の推進 

2-3-1. 連続して走行可能な自転車通行空間の整備【再掲】 

2-3-2. 自転車と公共交通機関や公共施設との連携 

2-3-3. 自転車を利用しやすい環境の整備 

2-3-4.シェアサイクルやレンタサイクルの普及 

2-4-５. 自転車を活用した健康づくりに関する情報発信 

4. 環境負荷の低

減に関する取組の

推進 

2-4-１.自転車のメリットに関する情報発信 

2-4-2. 自転車通勤や業務利用の推進 

柱 3 

観光・ 

スポーツ 

5. サイクリストの

受入環境創出の

推進 

3-5-1. 連続して走行可能な自転車通行空間の整備【再掲】 

3-5-2.快適な走行環境の整備【再掲】 

3-5-3. サイクリングルートの設定 

3-５-４. 自転車の受入環境の整備 

3-５-５. シェアサイクルやレンタサイクルの普及【再掲】 

3-５-６. サイクルツーリズムに関する情報発信 

６.サイクルスポー

ツの機会創出の

推進 

3-６-1. 藤枝総合運動公園スケートパーク場の活用促進 

3-６-2. サイクルスポーツイベントの情報発信 

3-６-3. 全国大会出場選手への報奨金支援 
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２.施策の内容 

柱１.安全・安心 

目標 1. 自転車の安全で快適な走行環境整備の推進 

自転車が安全で快適に利用できる走行環境を整備し、自転車の安全性及び利便性向上を図

る。 

番号 施策 

1-1-1 

連続して走行可能な自転車通行空間の整備 

事業主体： 道路課、静岡県 

【取組例】 

〇 自転車通行空間ネットワーク計画をもとに通学や通勤などの日常的利用や

サイクリング等の観光利用と連携した自転車通行空間の整備 

〇 上位計画や社会情勢等を踏まえ、適切な整備路線の設定 等 

〇 自転車通行空間整備に係る新技術導入の研究 

  
図：市内の通行空間 

1-1-2 

快適な走行環境の整備 

事業主体： 道路課、静岡県 

【取組例】 

〇 道路の美化や清掃活動の実施、自転車専用通行帯や矢羽根などの走行環

境の修繕などの維持管理 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：市内の街路樹剪定 
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1-1-3 

放置自転車対策の実施 

事業主体： 地域交通課 

【取組例】 

〇 自転車等放置規制区域を設け、通行や事故・災害時の救助活動の妨げに

なる可能性のある放置自転車の撤去 等 

 

目標 2.  自転車の安全安心な利用環境創出の推進 

自転車のルール・マナーや制度の周知・徹底などによる、安全・安心な自転車利用環境を創出

し、交通事故・違反件数の減少を目指す。 

番号 施策 

1-2-1 

自転車に関するルール・マナーの周知 

事業主体: 交通安全・地域安全課、道路課、警察署、関連団体 

【取組例】 

〇 交通安全運動の実施 

〇 自転車街頭指導の実施  

○ ポスター・リーフレットの配布 等 

    
左図：交通安全運動開始式     右図：自転車街頭指導 

1-2-2 

自転車安全教育の実施 

事業主体: 交通安全・地域安全課、警察署、関連団体 

【取組例】 

〇 自転車マナーアップ教室の実施 

〇 スケアードストレイト方式交通安全教室の実施 等 

 

  
左図：自転車マナーアップ教室 右図：スケアードストレイト方式交通安全教室 



-47- 

1-2-3 

自転車に関する制度や補助金の周知 

事業主体: 交通安全・地域安全課、警察署、関連団体 

【取組例】 

〇 自転車用ヘルメット着用に関する周知啓発 

〇 自転車用ヘルメット購入補助金制度の周知 

〇 自転車保険加入義務化に関する周知啓発 等 

 

 
図：自転車乗車用ヘルメットの着用を促すチラシ 
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柱２.健康・環境 

目標 3. 自転車の日常的な利用機会創出の推進 

通勤やサイクリングなど、日常的に気軽に自転車を利用できる環境を創出し、身近に運動を取

り入れることにより、健康増進を図る。 

番号 施策 

2-3-1 

連続して走行可能な自転車通行空間の整備【再掲】 

事業主体： 道路課、静岡県 

【取組例】 

〇 自転車通行空間ネットワーク計画をもとに通学や通勤などの日常的利用や

サイクリング等の観光利用と連携した自転車通行空間の整備 

〇 上位計画や社会情勢等を踏まえ、適切な整備路線の設定 等 

〇 自転車通行空間整備に係る新技術導入の研究 

2-3-2 

自転車と公共交通機関や公共施設との連携 

事業主体： 地域交通課、交通事業者 等 

【取組例】 

〇 電車やバス等の公共交通機関との連携の検討 

〇 公共施設との連携の検討 

〇 鉄道やバスの乗り継ぎの利便性を高めるサイクル＆ライドの推進 

  
図：公共交通と自転車の連携事例 

出典：サイクルトレイン・サイクルバス導入の手引き（国土交通省）より 
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2-3-3 

自転車を利用しやすい環境の整備 

事業主体： 観光交流政策課、地域交通課、各施設事業者 等 

【取組例】 

〇 駐輪場整備や改修 

〇 バイシクルピットや案内板の整備 

〇 ＩＴ活用等による駐輪場の利便性向上の検討 等 

  
図：市内のバイシクルピット 

 

2-3-4 

シェアサイクルやレンタサイクルの普及 

事業主体： 地域交通課、事業者  等 

【取組例】 

〇 シェアサイクルやレンタサイクルの利便性や利用例等の情報発信 

〇 シェアサイクルやレンタサイクルの設置施設拡充 等 

 
図：広報ふじえだ（平成 30 年 10 月 5 日号） 
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2-３-５ 

自転車を活用した健康づくりに関する情報発信 

事業主体: スポーツ振興課、健康企画課、観光交流政策課 

【取組例】 

〇 サイクリングの健康効果やサイクルスポーツの周知 

〇 サイクリングコース等の周知 等 

 
図：ウォーキングとサイクリングを組み合わせたモデルコース事例 

出典：元気ふじえだ健康ウォーキング（藤枝市）より 

 

目標 4. 環境負荷の低減に関する取組の推進 

自転車活用により自動車依存から脱却し、ＣＯ２排出量削減を目指す。 

番号 施策 

2-4-１ 

自転車のメリットに関する情報発信 

事業主体: 道路課、地域交通課、環境政策課 

【取組例】 

〇 自転車が環境負荷の少ない交通手段であることの情報発信 

〇 自転車への転換による自動車渋滞緩和に関する情報発信 等 

 
図：自転車のメリットに関する情報発信事例 

出典：自転車活用推進官民連携協議会ホームページより 
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2-4-２ 

自転車通勤や業務利用の推進 

事業主体: 環境政策課 

【取組例】 

〇 市内の事業所等に対する従業員の自転車通勤や業務利用の推奨 

〇 生活利便施設における自転車受入体制の構築 等 

  

  
図：自転車通勤等のメリット周知事例 

出典：自転車通勤導入に関する手引き（自転車活用推進官民連携協議会）より 
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柱３.観光・スポーツ 

目標 5. サイクリストの受入環境創出の推進 

サイクリングルートにおける基盤整備やサイクルツーリズムに関する情報発信を行い、観光振興

に寄与する。 

番号 施策 

3-5-1 

連続して走行可能な自転車通行空間の整備【再掲】 

事業主体： 道路課、静岡県 

【取組例】 

〇 自転車通行空間ネットワーク計画をもとに通学や通勤などの日常的利用や

サイクリング等の観光利用と連携した自転車通行空間の整備 

〇 上位計画や社会情勢等を踏まえ、適切な整備路線の設定 等 

〇 自転車通行空間整備に係る新技術導入の研究 

3-5-2 

快適な走行環境の整備【再掲】 

事業主体： 道路課、静岡県 

【取組例】 

〇 道路の美化や清掃活動の実施、自転車専用通行帯や矢羽根などの走行環

境の修繕などの維持管理 等 

3-5-3 

サイクリングルートの設定 

事業主体： 観光交流政策課、スポーツ振興課 

【取組例】 

〇 地域観光資源を繋ぐサイクリングルートの設定 

〇 体力に合わせたサイクリングモデルコースの設定 等 

 
図：観光資源を繋ぐサイクリングルート事例 

出典：東海道サイクリングマップ（駿州の旅日本遺産推進協議会）より 
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番号 施策 

3-５-４ 

自転車の受入環境の整備 

事業主体： 観光交流政策課、各事業者 等 

【取組例】 

〇 駐輪場整備や改修 

〇 バイシクルピットや案内板の整備、IT 活用等による駐輪場の利便性向上検討 

〇 自転車と宿泊事業者や飲食業者との連携の推進 

〇 「えだぽた」などサイクルイベントの検討 等 

  
図：サイクリストの受入環境整備の事例（Onomichi U2） 

出典：ナショナルサイクリングルートの詳細（国土交通省） 

3-５-５ 

シェアサイクルやレンタサイクルの普及【再掲】 

事業主体： 地域交通課、事業者  

【取組例】 

〇 シェアサイクルやレンタサイクルの利便性や利用例等の情報発信 

〇 シェアサイクルやレンタサイクルの設置施設拡充 等 

3-５-６ 

サイクルツーリズムに関する情報発信 

事業主体： 観光交流政策課 

【取組例】 

〇 サイクリングコースの周知 

〇 サイクルツーリズムに関する取組みの情報発信 等 

 
図：取組みの情報発信（藤枝市） 
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目標６. サイクルスポーツの機会創出の推進 

サイクルスポーツに関する情報発信や選手への支援を行い、サイクルスポーツの振興に寄与する。 

番号 施策 

3-６-1 

藤枝総合運動公園スケートパーク場の活用促進 

事業主体： スポーツ振興課 

【取組例】 

〇 藤枝総合運動公園スケートパーク場の情報発信 

〇 BMX 等のイベントの情報発信 

〇 藤枝シティ・トレセン構想 等 

  
図：スケートパーク場（藤枝市） 

 

3-６-2 

サイクルスポーツイベントの情報発信 

事業主体： スポーツ振興課、中山間地域活性化推進課 

【取組例】 

〇 中山間地域等を活用したロードバイクイベント等の開催 

〇 藤枝シティ・トレセン構想 等 

  
図：中山間地域等を活用したコース事例(左：掛川市、右：沼津市) 

出典：第２次静岡県自転車活用推進計画 

3-６-3 

全国大会出場選手への報奨金支援 

事業主体： スポーツ振興課 

【取組例】 

〇 自転車競技を含むスポーツ選手の育成やスポーツ団体等による活動を支援

するため、全国大会に出場する出場する選手、団体に対し報奨金を交付 等 
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第６章 自転車の活用推進に向けて 

1.基本目標の評価指標 

自転車の活用推進を着実に遂行していくため、計画目標に沿って、評価指標と具体的な目

標値を設定します。 

基本目標 評価指標 現状値  目標値 

1. 自転車の安全

で快適な走行環

境整備の推進 

自転車通行空間の整備
路線延長 

202３年  2032 年 

 11.38Km 

 

14.58Km 
 

2. 自転車の安全

安心な利用環境

創出の推進 

自転車事故発生件数 

2023 年  2032 年 

141 件 

 

132 件以下 
 

3. 自転車の日常

的な利用機会創

出の推進 

シェアサイクルの利用者
数（延人数） 

202３年  2032 年 

２４，００８人 

 

３６，８００人  

 

4. 環境負荷の低  

 減に関する取組

の推進 

市内事業所の自転車通
勤者数 

202３年  2032 年 

78 人 

 

118 人 
 

5. サイクリングを

楽しめる走行空

間整備の推進 

サイクリングルートにお
ける自転車通行空間整
備延長 

202３年  2032 年 

 21.7Km 

 

24.9Km 
 

６.サイクルスポー

ツの機会創出の

推進 

藤枝総合運動公園（ス
ケートパーク場等）にお
けるサイクルスポーツの
利用者数 

202３年 

 

2032 年 

18 人 100 人 
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2.計画の推進体制 

自転車の活用を推進していくため、関係者等との協働や連携を強化し、施策を実施していく

とともに、事業の適切な進行管理を PDCA サイクルによって行っていきます。 

本計画の期間は、令和７年度（2025 年 4 月）から令和 14 年度（2033 年 3 月）までの８

年間としていますが、計画期間内であっても、国や県の自転車活用推進計画の動向や社会情

勢の変化等を踏まえ、施策や評価指標、目標値については適宜フォローアップや見直しを図る

こととします。 

 

 

図表 6-1：進行管理のイメージ図 

 

 

  

Plan【計画】 

計画策定や計画の見直し 

Do【実施】 

計画に基づく事業の実施 

Act【見直し】 

課題に対する改善策の検討 

Check【評価】 

事業の評価 

課題の把握と分析 
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資料編 

1.用語集 

用語 解説 

ア行 ICT Information and Communication 

Technology(情報通信技術)の略称。通信技術を

活用したコミュニケーションを指し、情報処理だけ

ではなく、インターネットのような通信技術を利用し

た産業やサービスなどの総称です。 

ＳＤＧｓ  

(持続可能な開発目標) 

Sustainable Development Goals の 略 称 。

2015 年 9 月の国連サミット で採択された 2030 

年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目 

標です。17 のゴール（目標）と 169 のターゲット

（具体目標）を示したものであり、「誰一人取り残さ

ない」社会の実現を目指しています。 

サ行 サイクリング 自転車で走るスポーツや運動のことをいいます。 

 

サイクルスポーツ 自転車を利用した競技や運動の総称です。 

 

サイクルツーリズム 自転車を利用した観光のことです。 

 

サイクルトレイン 輪行袋の利用又は、自転車を解体せずに鉄道車

両内に持ち込むことのできるサービスのことです。 

自転車活用推進法 身近な交通手段である自転車の活用による環境

への負荷の低減、災害時における交通の機能の維

持、国民の健康の増進等を図ることが重要な課題

であることに 鑑み、自転車の活用の推進に関し、

基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び 

自転車の活用の推進に関する施策の基本となる

事項を定めるとともに、自転車活用推 進本部を設

置することにより、自転車の活用を総合的かつ計

画的に推進することを目的として、平成 29 年

(2017 年)5 月 1 日に施行された法律です。 

自転車専用通行帯 

（自転車通行帯） 

道路交通法第 20 条第２項の道路標識又は道路

標示により、車両通行帯の設けられた道路におい

て、普通自転車が通行しなければならない車両通

行帯として指定されたものです。自転車専用通行

帯内の自転車の通行は一方向のみとなります。 
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普通自転車専用通行帯標識 

自転車通行空間ネットワーク 自転車の車道通行を基本とし、安全かつ円滑な交

通を確保できる空間を連続的に提供する自転車ネ

ットワークを構成する路線のことです。 

自転車道 道路構造令第 2 条第 1 項第 2 号に規定される、

専ら自転車の通行の用に供するために、 縁石線又

は柵その他これに類する工作物により区画して設

けられる道路の部分です。 なお道路交通法上も、

自転車道として扱われています（第 2 条第 1 項第 

3 号の 3）。 

車道混在 

(自転車通行位置の路面標

示) 

自転車の通行位置と方向を示す他、自動車に注意

喚起するため、車道上に矢羽根等を表示し車道内

を自転車と自動車が縦列で混在しながら通行する

形態のことです。 

タ行 電動アシスト自転車 電動機（モーター）により人力を補助する電動アシ

スト機能が付加された自転車のことです。 

トリップ 人がある目的をもって、ある地点からある地点へ移

動する単位をいう。 １回の移動でいくつかの交通

手段を乗り継いだとしても１トリップとカ ウントする。 

ナ行 ナショナルサイクルルート 日本を代表し、世界に誇りうるサイクリングルートを

認定する制度です。2024 年 現在、「太平洋岸自

転車道」を含めた 6 ルートが指定されています。 

ハ行 バイシクルピット 自転車利用者に自転車修理工具や空気入れの貸

し出しや休憩場所の提供等のサービスを提供して

いる場所です。バイシクルピットとして登録を受けた

施設をいいます。 

パーソントリップ調査 person（人）trip（ある目的のため出発地から到

着地まで移動すること）に関する調査のことです。 

「どのような人が、いつ、どこからどこへ、どんな目

的で、どのような交通手段を使って移動している

か」のデータを把握し、今後の都市交通施設の整

備・運用方針の検討などの基礎資料として活用さ

れています。 

ヤ行 矢羽根 車道における自転車の通行位置を自転車利用者

と自動車運転者の双方に示すものです。 
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令和 7 年３月 

藤枝市 都市建設部 基盤整備局 道路課 

〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山一丁目１１－１ 

TEL：054-643-3169 FAX：054-643-3280 

HP：https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/ 


